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 振興計画・総合戦略審議会の意見 香美市まち・ひと・しごと創生総合戦略への反映 

○人口推計について  

１ 

資料６「地方創生の概要について」の３ペ

ージに国立社会保障・人口問題研究所（以

下「社人研」という。）の推計には低位推

計と高位推計があるが、どちらの推計の値

を採用しているのか。 

資料６に掲載しているのは、国立社会保障・人口

問題研究所の「日本の地域別将来推計人口（平成

24 年 1 月推計）」中位推計（出生中位・死亡中位）

を採っています。 

人口ビジョン素案の 53ページ以降の「社人研仮定

値」でも中位推計での推計となっています。 

２ 

人口減少問題を市民に対して広報し、人口

減少について市民と共有できるような環

境を作っていただきたい。 

１０月号広報で、特集記事として地方創生、アン

ケート、人口ビジョン、総合戦略の概要とあわせ

てお知らせをする予定です。 

また、その内容はホームページにも掲載します。 

３ 

若年女性（20歳から 39歳）の年齢層を何

故問題にしているのかということも併せ

て市民に説明をしていただきたい。 

１０月号広報特集記事の中で、「若年女性人口の減

少」についてお知らせをする予定です。また、そ

の内容はホームページにも掲載します。 

人口ビジョン素案の中で、若年女性に関しては 23

ページ目から社会移動について男女別の状況を示

しており、32ページでは子ども女性比の推移を示

した後に、74ページで課題の整理の中で触れてい

ます。 

○総合戦略について  

５ 

施策を検証する時期は、その年度の課題を

翌年度に見込んで事業を進めていく必要

があると思うので、検証時期はとても重要

である。 

一つひとつの施策・事業について、PDCA シート

を作成し、年度毎に取り組み状況を確認していく

ことになります。事業ごとに実績（成果）が出せ

る時期が違っており、検証時期については、翌年

度事業への反映ができるように検討していきま

す。 

６ 

KPI（重要業績評価指標）について、たく

さんの評価軸を設けており、この KPI が

将来都市像である「山・川・まち・ひとが

躍動し、支え合い、響き合う 進化する自

然共生文化都市」とどう関わり合いがある

のかというのが見えない。 

人口ビジョン素案の 79ページに、目指すべき将来

の方向として、振興計画で定める将来都市像の実

現を目指していくとしております。将来都市像の

実現に向けて、ひとは最も重要な要素であり、人

口減少対策を講じていくことにより、将来にわた

って自然と共生する文化都市として持続可能な香

美市を目指していきます。 

総合戦略素案の KPIについては、人口減少対策に

繋がる評価軸として、国及び県の総合戦略を勘案

して幅広く盛り込んでいます。 

資料 1 



７ 

たくさんの指標を設けて色々と計画され

ているが、この KPI ではかなり殺伐とし

た結果になるのではないかと危惧する。 

総合戦略素案の KPIについては、一定の根拠に基

づいて作成しておりまずが、PDCA サイクルによ

り、施策の実施後、結果を検証する際には、必要

に応じて見直しも行っていく予定です。 

８ 

数値目標・KPI を設定して計画を進めて

いくのは素晴らしいことだが、目標の立て

方が大事だと考える。目標は高ければいい

というだけでなく、努力すれば達成できる

というものでなければと考える。 

総合戦略素案の数値目標・KPI等については、第 2

回審議会でご審議をいただきたいと考えておりま

す。 

９ 

KPI 等を審議する判断材料として、それ

ぞれの事業の KPI の根拠となる過去の推

移やデータ等を可能な限り提供していた

だきたい。 

総合戦略の付属文書として、アクションプラン（個

別施策工程表）を作成しており、その中に現状数

値等の記載をしました。 

10 

基礎データとして、年代別・産業別の就業

人口や雇入れ側が今後雇用を拡大する意

図があるのかどうかといったデータもあ

れば可能な限り提供していただきたい。 

年代別・産業別の就業人口については、人口ビジ

ョン素案の 16-18ページに載せております。 

その他の基礎データにつきましても、人口ビジョ

ンの第 1章と第 2章に載せております。 

11 

すでに 26年度に骨子案として予算化され

ているものや執行しているものもあるの

で、新規事業とのさび分けをしておかない

といけない。 

総合戦略素案の 8ページ目以降の「具体的な事業」

の事業毎に（継続）と（新規）の表示を入れまし

た。 

12 

資料 4 に「パブリックコメント※実施未

定」とあるが、これはコメントを求める相

手、周知方法、実施未定となっているので

整理をしておいた方がよい。 

８月の広報に意見募集のお知らせを掲載し市民の

皆さまに周知を行う予定です。募集期間は 8月 10

日（月）から 9 月 8 日（火）で、募集のお知らせ

はホームページに掲載し、本庁・各支所でも閲覧

ができるように準備をしております。 

 


